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令和元年度 第２１回人事委員会 会議結果 

 

一 日 時     令和２年１月２３日（木） 午後４時１０分から４時５０分まで 

 

二 場 所     県立米子東高等学校（米子市勝田町１番地） 

 

三 出席者 

１ 人事委員   委 員 長  小 松 哲 也 

委   員  上 田 博 久 

         委   員  中 本 久美子 

２ 事務局職員  事務局長  川 本 晴 彦  次長兼任用課長  山 添   久 

給与課長  川 口 豊 長  主     幹  尾 田 聡 子 

係  長  毎 野 卓 実   係     長  髙 多 孝 典 

３ 傍聴者    なし 

                           

四 議 題 

議案第１号 令和２年度鳥取県職員及び警察官採用試験の実施計画について 

議案第２号 人事委員会規則等の一部改正について（会計年度任用職員制度関係） 

 

五 議 事 

議事について公開又は非公開のどちらとするかについて審議を行い、議事は公開とすることについ

て全員の合意を得た。 

 

◇議案第１号 

令和２年度鳥取県職員及び警察官採用試験の実施計画について、事務局が説明し、原案のとおり決定

した。 

 

【説 明】 
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◇議案第２号 

人事委員会規則等の一部改正（会計年度任用職員制度関係）について、事務局が説明し、原案のとお

り決定した。 

 

【説 明】 

次のとおり規則及び定めの一部を改正する。 

 

１ 改正する規則等の名称 

① 職員の給与の支給に関する規則（昭和27年鳥取県人事委員会規則第３号） 

② 職員の給与の支給に関する規則の解釈及び運用方針（昭和30年６月３日付発人委第51号） 

③ 期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則（昭和41年鳥取県人事委員会規則第４号） 

④ 期末手当及び勤勉手当の運用について（昭和41年２月１日付発鳥人委第12号） 

⑤ 職員の旅費等に関する条例施行規則（昭和45年鳥取県人事委員会規則第25号） 

⑥ 職員の勤務時間、休暇等に関する規則（平成６年鳥取県人事委員会規則第15号） 

⑦ 職務に専念する義務の特例に関する規則（平成６年鳥取県人事委員会規則第16号） 

⑧ 県費負担教職員の勤務時間、休暇等に関する規則（平成６年鳥取県人事委員会規則第17号） 

⑨ 県費負担教職員の勤務時間、休日及び休暇の運用について（平成６年12月21日付発鳥人委第58 

号） 

 

２ 概要 

 

 第１号会計年度任用職員（パートタイム会計年度任用職員）…報酬、費用弁償、期末手当を支給 

 第２号会計年度任用職員（フルタイム会計年度任用職員） …給料、旅費、手当（期末手当含む）

を支給 

 

① 職員の給与の支給に関する規則（昭和27年鳥取県人事委員会規則第３号）  

 ・会計年度任用職員に関する制度が設けられたことに伴い、規則の名称を「職員等の給与の支給に

関する規則」に改正する。 

 ・職員の給与に関する条例（昭和26年鳥取県条例第３号）の規定を踏まえ、第１号会計年度任用職

員に対する報酬の上限を定める等、所要の規定の整備を行う。 別紙参照 

 

② 職員の給与の支給に関する規則の解釈及び運用方針（昭和30年６月３日付発人委第51号） 

 ・規則の名称変更に伴う通知名の変更 

  「職員等の給与の支給に関する規則の解釈及び運用方針」 

 

③ 期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則（昭和41年鳥取県人事委員会規則第４号） 

 ・会計年度任用職員に期末手当が支給されることとなったことに伴い、第１号会計年度任用職員の

期末手当基礎額を定める等、所要の規定の整備を行う。 別紙参照 

 

④ 期末手当及び勤勉手当の運用について（昭和41年２月１日付発鳥人委第12号） 

 ・職員の給与に関する条例及び期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の改正を踏まえた所要の

規定の整備。 

 

⑤ 職員の旅費等に関する条例施行規則（昭和45年鳥取県人事委員会規則第25号） 

 ・会計年度任用職員制度が設けられたことに伴う所要の規定の整備を行う。 

  費用弁償の支給に関する規定中、「非常勤職員」を「第１号会計年度任用職員」に改める。 
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⑥ 職員の勤務時間、休暇等に関する規則（平成６年鳥取県人事委員会規則第15号） 

 ・会計年度任用職員制度が設けられたことに伴い「職員の勤務時間、休暇等に関する条例（平成６

年鳥取県条例第35号）」が改正され、会計年度任用職員の勤務時間、休日及び休暇について「そ

の職務の性質等を考慮して、人事委員会規則で定める基準に従い、任命権者が定める。」ことと

されたことから、基準を定めるものである。 

  【基準の内容】 

    ・第１号会計年度任用職員の勤務時間は、常勤職員の勤務時間を超えないようにしなければな

らない。…現行の非常勤職員と同じ。 

・第２号会計年度任用職員の勤務時間は、常勤職員の勤務時間の例によらなければならない。

…新規 

 

⑦ 職務に専念する義務の特例に関する規則（平成６年鳥取県人事委員会規則第16号） 

 ・地方公務員法が改正され、引用する条文が変更となったことに伴う改正。 

 ・「非常勤職員の義務免除」を「会計年度任用職員の義務免除」に改める。 

 

⑧ 県費負担教職員の勤務時間、休暇等に関する規則（平成６年鳥取県人事委員会規則第17号） 

 ・平成17年の規則改正時に週休日の振替期間等を改正した際の改正間違いについて、このたび改正

するもの。 

  「任命権者」→「市町村教育委員会」 

 ・会計年度任用職員制度が設けられたことに伴い、「県費負担教職員の勤務時間、休暇等に関する

条例（平成６年鳥取県条例第36号）」が改正され、会計年度任用職員の勤務時間、休日及び休暇

について、「その職務の性質等を考慮して、人事委員会規則で定める基準に従い、教育委員会が

定める。」こととされたことから、基準を定めるものである。 

  【基準の内容】 

    ・第１号会計年度任用職員の勤務時間は、常勤職員の勤務時間を超えないようにしなければな

らない。…新規 

・第２号会計年度任用職員の勤務時間は、常勤職員の勤務時間の例によらなければならな 

い。…新規 

 

⑨ 県費負担教職員の勤務時間、休日及び休暇の運用について（平成６年12月21日付発鳥人委第58 

号） 

 ・規則改正に伴い、引用する条文が変更となったことに伴う改正。 

 

３ 施行日 

令和２年４月１日 

 

 

六 次回人事委員会の開催 

  令和２年２月４日（火）午前９時４０分から開催することとした。 

 


